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会 議 録 

１ 会議名 

令和３年度 第１１回高田区地域協議会 

２ 報告（公開・非公開の別） 

（１）第６回分科会の協議内容について（公開） 

（２）令和３年度地域活動支援事業の変更承認について（公開） 

３ 議題（公開・非公開の別） 

 （１）令和４年度地域活動支援事業について（公開） 

（２）令和３年度地域協議会の活動計画について（公開） 

４ 開催日時 

令和４年２月２１日（月）午後６時３０分から午後７時１２分まで 

５ 開催場所 

福祉交流プラザ 第１会議室 

６ 傍聴人の数 

０人 

７ 非公開の理由 

― 

８ 出席した者（傍聴人を除く）氏名（敬称略） 

・委 員：飯塚よし子、浦壁澄子、小川善司、北川 拓、栗田浩子、小嶋清介 

佐藤三郎、澁市 徹（副会長）、杉本敏宏、髙野恒男（副会長）、冨田 晃 

西山要耕、廣川正文、本城文夫（会長）、松倉康雄、宮﨑 陽、村田秀夫、

茂原正美、𠮷田昌和 （欠席１人） 

  ・事務局：南部まちづくりセンター 堀川センター長、小池係長、五十嵐主任 

９ 発言の内容 

【小池係長】  

・現在、小川委員、北川委員、栗田委員、松矢委員を除く１６人の出席があり、上越   

市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上の

出席を確認、会議の成立を報告 

・同条例第８条第１項の規定により、議長は会長が務めることを報告 
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【本城会長】 

 ・会議の開会を宣言 

 ・会議録の確認：本城会長、佐藤委員 

  次第２「議題等の確認」について、事務局に説明を求める。 

（栗田委員到着） 

【堀川センター長】 

 ・資料により説明 

【本城会長】 

  「議題等の確認」について質疑等を求めるがなし。 

 

― 次第３報告（１）第６回分科会の協議内容について ― 

 

【本城会長】 

  次第３報告（１）第６回分科会の協議内容についてに入る。 

  まずは、第１分科会の冨田座長より協議内容の報告を求める。 

【冨田座長】 

 ・第１分科会「協議の要旨」により報告。 

（北川委員到着） 

【本城会長】 

  今ほどの報告について、質疑等のある委員の発言を求める。 

【西山委員】 

第１分科会のテーマは変更したのか。「若者の地域参画」ではなく、このテーマは、

「町家のリノベーション」である。全体的にも変更したのかどうか聞きたい。 

この議事要旨の３にもあるように、町家に限らず、各分野からの若者の話を聞き、

新しい切り口でいろいろなところからということで、私は「若者の地域参画」、ここ

がメインになってくると思っていた。それについて「時間がないからやらない」とい

う言い方は、まずおかしいと思う。 

それから自主的審議事項として出すために「間に合わない」というのではなく、分

科会で話し合って、その結果で自主審議事項として出す、出さないとするのが筋道で
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はないか。最初から自主的審議のために、方向性をそっちに持っていくこと自体、何

かちょっと私は納得できないというか、おかしいと思う。これは私の意見である。 

もうちょっと皆さんとよく話し合いをしたらどうか。 

【冨田委員】 

言われた通りである。私の言い方がちょっと誤解を生むような言い方であった。申

し訳ない。 

実際みてどうするかとか、これは一応たたき台と考えており、３月７日の分科会で

西山委員の意見を聞いて、いろいろ話し合いをしたいと考えている。 

【本城会長】 

他に質疑等のある委員の発言を求めるがなし。 

第１分科会の方では、まだ完全に議論が尽くされているわけではない。今の冨田座

長から説明のあった経過についても、これから第１分科会で意見をまとめていくこ

とになっているので了解してほしい。 

次に第２分科会の発案で２月１４日に、令和３年度の大雪災害に関わる意見交換

会を防災士、民生委員の皆さんとで行った。 

  第２分科会の杉本座長より報告を求める。 

【杉本座長】 

  参加された方もいるので、簡単に報告させてもらう。 

当初、お招きする予定でいたのは、その２団体のほかに、高田地区町内会長連絡協

議会にも声をかけたところである。しかし、町内会の方では、独自に市の方とコンタ

クトしているので、話し合う中身がありませんというようなことで、丁寧にお断りさ

れてしまった。それで２つの団体だけで実施するということで進めてきた。 

両方の団体とも、話を伺ってそれぞれの持ち場というか立場というか、防災士さん

ならば防災という面から、また民生委員・児童委員の方からは、民生委員としてお年

寄りといろいろ接触する中で、大変なことがあったというようなことがいろいろ語

られた。 

第２分科会としては、いろいろいただいた意見について、この後もう少しまとめ

て、次の分科会あたりで、今度、内部の意見交換をして先につなげていければと思っ

ている。 
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【本城会長】 

  今ほどの報告について、質疑等のある委員の発言を求める。 

【冨田委員】 

今、雪害ということでやっているが、この雪害がある程度終わったら、７月までに

は、さらに他の、例えば地震とか水害とかそういう方向は考えられているのか。 

【杉本委員】 

この前の意見交換会の中で、そこに参加いただいた方に経過を説明する中でも少

し話をしたが、我々は３つの課題を掲げていて、いろいろ起きている災害の状況等か

ら見て、今は雪の話。これが終わったら水の話に行って、最後に時間があれば地震の

ところへ行きたいと考えている。だから早くこの問題が片付けば早く取りかかるし、

長引けば後ろの方が詰まってくるということになる。 

【本城会長】 

他に質疑等のある委員の発言を求めるがなし。 

 以上で次第３報告(１)令和３年度第６回分科会の協議内容についてを終了する。 

 

― 次第３報告（２）令和３年度地域活動支援事業の変更承認について ― 

 

【本城会長】 

  次第３報告（２）令和３年度地域活動支援事業の変更承認についてに入る。. 

  この件について、事務局より報告を求める。 

【堀川センター長】 

  当日配布資料№１に基づき報告。 

【本城会長】 

  今ほどの報告について、質疑等のある委員の発言を求めるがなし。 

以上で次第３報告（２）令和３年度地域活動支援事業の変更承認についてを終了す

る。 

 

― 次第４議題（１）令和４年度地域活動支援事業について ― 
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【本城会長】 

  次第４議題（１）令和４年度地域活動支援事業についてに入る。   

前回の会議で協議した結果、令和４年度の地域活動支援事業の審査・採択は、市の

方で行うことにした。それで市が行うことになった令和４年度の地域活動支援事業

の募集要項や審査・採択のルールの案について報告があるので、事務局から説明を願

う。 

【堀川センター長】 

 ・資料№１、資料№２に基づき説明 

【本城会長】 

  今ほどの説明について、質疑等のある委員の発言を求めるがなし。 

それでは、今ほどの説明を確認したということをもって、次第４議題（１）令和４ 

年度地域活動支援事業についてを終了する。 

 

― 次第４議題（２）令和３年度地域協議会の活動計画について ― 

 

【本城会長】 

  次第４議題（２）令和３年度地域協議会の活動計画についてに入る。 

  澁市副会長より説明を求める。 

（小川委員到着） 

【澁市副会長】 

 ・資料№３により説明 

【本城会長】 

  今ほどの説明について、質疑等のある委員の発言を求める。 

【冨田委員】 

２月１４日に第２分科会で行われた意見交換会について、これは間に合わなかっ

たため、ここに書かれていないのか。それともこれは書かないのか。 

【澁市副会長】 

分科会の座長からもっと詳しく書いてほしいという意見であるが、それを記載す

ると１ページでは間に合わなくなる。ということで、それは第２項目の「①高田区の



  6  

地域課題を話し合う分科会の継続的開催」の中で読み込んでもらいたいと思う。 

もし記載してほしいということであればこの用紙が２ページになる。それでもよ

いのであれば記載したい。この件は、後で会長の意見を伺ってみたいと思う。 

【冨田委員】 

１の⑫に、高田区地域協議会委員研修と記載されている。 

【澁市副会長】 

そのとおり記載されている。 

それは分科会とは関係なく、研修ということで実施されたものと理解しているの

で、ここに掲げている。 

この件は検討して、２ページになることを前提に考えてみたいと思う。 

【本城会長】 

これはもうすでに６回もそれぞれ分科会がお互いに開催している。そこのところ

は、そのように了解してもらってよいのではないか。 

他に質疑等のある委員の発言を求めるがなし。 

以上で、次第４議題（２）令和３年度地域協議会の活動計画について を終了する。 

 

― 次第５事務連絡 ― 

 

【本城会長】 

次に、次第５事務連絡について事務局より説明を求める。 

【小池係長】 

・本日配布の概要「令和３年度高田区地域協議会及び地域活動支援事業の活動報告

会」に基づき説明 

【本城会長】 

今ほどの説明について、質疑等のある委員の発言を求める。 

【杉本委員】 

地域協議会だよりで周知すると言われたが、地域協議会だよりは２月２５日発行

となっている。広報上越は、先週の金曜日に届いている。だから気の早い町内会長は、

もう、配布処理を終わってるところもあると思う。この地域協議会だよりの配布は２
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度手間になりそうだと思う。そこがちょっと心配である。 

【小池係長】 

この地域協議会だよりは、広報上越と一緒に各町内会長のところに届けるように

している。２５日発行となっているが、おそらく、その前後の日にちの中で届く形に

なると思う。 

【本城会長】 

私の家にはもう広報上越が届いている。市の広報と一緒に出すということになる

と、もう高田の方は、各町内会に届けられており、各住宅にも配布されている。 

【小池係長】 

失礼した。 

配布する便としては、直接便みたいな形で届くことになり、高田区では班回覧とい

うことなので、順番に班回覧されると思う。 

【本城会長】 

了解した。 

他に質疑等のある委員の発言を求める。 

【西山委員】 

この日程では、市職員からの概要説明が２０分となっている。多分、時間的に２時

間以上やるのは難しいと思う。活動報告会を１時間弱の時間でやられると思うので

希望というわけではないが、今まで数多く、ここら辺で発表された団体ではなくて、

なるべく新規で活動している団体を中心に活動報告をしていただければと思う。 

いつも同じ団体ばかり活動報告をして、毎年毎年出て、毎年毎年報告されている方

より、できたらそういう方に声掛けをして、今回が最後になると思うので、そういう

報告会、みんなに報告をする機会を与えられたらいいと思う。 

これは個人的な意見であるが、その辺をちょっと検討してほしい。 

【本城会長】 

今、各団体にその参加の有無を確認する手紙を出している。その報告によって、団

体が幾つになるか、それにもよる。 

今の意見は、時間的な配慮もあり、応募団体全部が報告を行うとすると大変であ

る。そのような意見は、事務局から精査して配慮してもらいたいと思う。 
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他に質疑等のある委員の発言を求めるがなし。 

それではただ今の事務局の説明、日程関係については、確認をしたということでよ

いかを諮り、委員の了承を得る。 

【堀川センター長】 

・次回の協議会の日程連絡 

 第１１回地域協議会：３月２２日（火）午後６時３０分から 福祉交流プラザ 

 令和４年度第１回地域協議会：４月１８日（月）午後６時３０分から 福祉交流プ 

ラザ 

 第７回分科会：３月７日（月）午後６時３０分から 福祉交流プラザ 

・配布資料 

  高田区地域協議会だより第４９号 

令和３年度 高田区地域活動支援事業 催し等予定表（２月下旬～３月） 

  三郷区地域協議会からの意見書 

【本城会長】 

・今ほどの説明について、質問のある委員の発言を求めるがなし。 

・会議の閉会を宣言 

 

１０ 問合せ先 

自治・市民環境部  自治・地域振興課 南部まちづくりセンター 

TEL:０２５-５２２-８８３１(直通) 

E-mail:nanbu-machi@city.joetsu.lg.jp  

 

１１ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 

 

 


